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退職手当支給条例の一部を改正する条例の改正概要 

（平成２７年４月 山形県市町村職員退職手当組合条例第１号） 

 

国に準じて退職手当の調整額の改定等を行うため、次により退職手当支給条例の改正を行うこと

とした。 

１ 第１号区分から第８号区分までの調整月額を次のように改定することとする。 

（第１１条の４第１項関係） 

区 分 改 正 前 改 正 後 

第１号区分 ５４，１５０円 ７０，４００円 

第２号区分 ５０，０００円 ６５，０００円 

第３号区分 ４５，８５０円 ５９，５５０円 

第４号区分 ４１，７００円 ５４，１５０円 

第５号区分 ３３，３５０円 ４３，３５０円 

第６号区分 ２５，０００円 ３２，５００円 

第７号区分 ２０，８５０円 ２７，１００円 

第８号区分 １６，７００円 ２１，７００円 

２ 第８号区分について、勤続期間が２４年以下の退職者に対しても調整額を支給することとする。 

（第１１条の４第４項関係） 

３ 独立行政法人通則法の一部改正等に伴う規定の整備を行うこととした。 

（附則第１３項及び第４１項関係） 

４ 施行期日等 

 この条例は、公布の日から施行することとするが、上記１及び２については、平成２７年４

月１日以後の退職に係る退職手当について適用することとし、同日からこの条例の施行の日の

前日までの間に支払われた退職手当は、この条例による改正後の第１１条の４の規定による内

払とみなすこととする。 

 

 


